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　おおむね 65歳以上の方を対象に、就労の斡旋を行っています。



ー 2 ー



ー 3 ー

　なお、派遣元事業主で無期限雇用されている派遣労働者、60 歳以上の派
遣労働者等は例外として期間制限の対象外となります。

日本生命千葉駅前ビル１階

15

経済的な不安を抱える方の相談をうかがい、
就職・住居などの様々な

月・水・金 10：15 ～ 19：00　 火・木 10：15 ～ 17：45
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（予約優先）
男女共同参画

第　・　金

(受付　　　　迄 )

の経験の整理
過去

毎月第 2木曜日は起業相談も可
※祝日・年末年始・月末日を除く

日暮里

日暮里
東京都荒川区西日暮里 2-29-3 日清ビル 5階

https://matsudo-saposute.net

03-5850-8611



※詳細はホームページをご覧ください。

ー 5 ー

日本生命千葉駅前ビル 3 階

https://www.jobcafe-chiba.jp



ー 6 ー

　就職を希望する障害のある方への就職支援 (職業相談・就職活動・職場実習 )
や、就職後の サポート (職場訪問・ジョブコーチ制度の活用 )を行っています。
また、障害者雇用に興味 のある企業・関係機関に対し、研修・啓発活動や雇用
相談を行っています。

8
( 土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです )



ー 7 ー

6

ちばテク（千葉県立テクノスクール※）

○ 7月、1月入校コース （募集開始　7月入校は 4月、1月入校は前年の 10月）
　   ・非破壊検査科（期間 6か月・定員各 10名）

※高等技術専門校は、令和 6年 4月からテクノスクールに校名変更しました。

7



ー 8 ー

○4月、7月、10月、1月入校コース 
　 （募集開始 4 月入校は 1 月、7 月入校は 4 月、10 月入校は 7 月、1 月入校は
　　前年の 10月）

682
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　ガス溶接などの講習をはじめ、CAD の基礎、エクセルや web サイトの制作な
どのオフィスでお役立ていただけるパソコン関係の訓練も含め、その多くのコー
スが２日間（12時間）3,000 円の受講料で実施しております。

検

　職業に必要な技能や知識を習得しようとする方



ー 10 ー

Kenko リズムストレッチ

Windows10の使い方
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令和

認定こども園 風の丘
新松戸ゆいのひ保育園

千葉認定こども園（千駄堀栴檀幼稚園）
八柱保育所（市立）

耀きの森幼児舎

けやきの森保育園まばし
新松戸中央保育所（市立）
コスモスの丘八柱保育園
松戸ゆいのひ保育園

51
8

ア）

イ）

ウ）

5

※1

※1
※2

※1

※1

※1

※1
※2  定期利用は行っておりません。

※1
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　保護者が就労していても幼稚園の教育を選択しやすくするため、指定幼稚園まで
バス送迎します。また、３施設（東松戸・新松戸・北小金駅前送迎保育ステーション）
では、在宅勤務等をする方の育児と仕事の両立を支援するため、託児機能付きコワー
キングスペースを設置しています。詳しくは市HPをご覧ください。

　幼稚園の通常保育時間は、おおよそ９時から１４時までですが、通常保育の前後
や夏休みなどの長期休暇中に預かり保育を実施しています。
　就労など、保育を必要とする要件がある方は、国の無償化制度によりひと月あた
り 11,300 円（満３歳児は 16,300 円）を上限に助成を受けることができます。
　また、松戸市独自の制度である「松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金」により、
国の無償化制度ではまかないきれない預かり保育料に対して、さらに月額 30,000 円
を上限に助成を受けることができます。松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金の対
象園については、下記をご覧ください。
　なお、実際の預かり保育の時間や料金は幼稚園によって異なりますので、それぞ
れの幼稚園へ直接ご確認ください。

《松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金　助成対象者》
・就労等、保育を必要とする事由の一定の要件を満たしている園児の保護者
・下記対象の幼稚園に通園している

《松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金　助成対象幼稚園》
東漸寺幼稚園・みやこ幼稚園・高木幼稚園・あさひ幼稚園・聖徳大学附属幼稚園・二三ヶ
丘幼稚園・むつみ幼稚園・大勝院幼稚園・いわさき幼稚園・本源寺幼稚園・みやお
か幼稚園・聖徳大学附属第二幼稚園・さかえ幼稚園・まるやま幼稚園・明和幼稚園・
高塚幼稚園・八柱幼稚園・金ヶ作幼稚園・かきのき幼稚園・北丘幼稚園・新松戸幼稚園・
第二かきのき幼稚園・専修大学松戸幼稚園・いわさき第二幼稚園　以上 24 園（令和
5年 12月現在）
※北部幼稚園（令和 6年 4月より実施予定）

●松戸駅西口送迎保育ステーション
　　根本 2-16 アムス松戸ブランティーク 2階 ( 松戸駅まで徒歩 4分 )
●松戸駅東口第 1送迎保育ステーション
  　根本 466-3 第 2京葉ビル 1階 ( 松戸駅まで徒歩 2分 )
●松戸駅東口第 2送迎保育ステーション
  　根本 466-3 第 2京葉ビル 1階 ( 松戸駅まで徒歩 2分 )
●新松戸駅前第 1送迎保育ステーション
　　新松戸 4-256-1 新松戸リバイバルチャーチ 1階 ( 新松戸駅まで徒歩 5分 )
●新松戸駅前第 2送迎保育ステーション
　　新松戸 3-279-1 VOCCA ビル 2F( 新松戸駅まで徒歩 9 分 )
●東松戸駅前第 1送迎保育ステーション
　　東松戸 1-8-7 レジーナレジデンス 1階 ( 東松戸駅まで徒歩 3分 )
●東松戸駅前第 2送迎保育ステーション
　　東松戸 2-14-2 プレミアス東松戸 101( 東松戸駅まで徒歩 3分 )
●八柱駅前第 1送迎保育ステーション
　　日暮 5-183 染谷ビル 1階 ( 八柱駅まで徒歩 4分 )
●八柱駅前第 2送迎保育ステーション
　　日暮 1-15-20 AD日暮 1階 ( 八柱駅まで徒歩 3分 )
●北小金駅前送迎保育ステーション
　　小金 444-5( 北小金駅まで徒歩 2分 )

エ）

オ）

私立幼稚園による預かり保育



ラポールヤバシラ（日暮）

（ラポールヤバシラ）

松戸市男女共同参画センターゆうまつど内

※児童扶養手当受給世帯半額

※児童扶養手当受給世帯半額

ー 13 ー

利用料：月額
世帯又は生活保護受給世帯の

の理由で
しています。

ア）放課後児童クラブ

カ）



ー 14 ー

、体験活動 職
持

6,000 500 12
市内の全小学校（45ヶ所）にて実施しています。

イ）放課後KIDSルーム

こども家庭センター

こども家庭センター

ア )児童手当
　中学校修了前までの児童を養育している人に、児童手当を支給しています。 
　・手当月額
　　0～3歳未満 （一律）15,000 円
　　3歳以上小学校修了前 第 1子、第 2子 10,000 円 （第 3子以降 15,000 円）
　　中学生（一律） 10,000 円
　　所得制限以上上限未満世帯、児童 1人につき 5,000 円
　　所得上限以上世帯 支給なし
イ )児童扶養手当
　18 歳の年度末までの児童（一定以上の障害がある場合は 20 歳未満）を監護等
するひとり親家庭の父・母・養育者に支給されます。
　なお、一定以上 の所得がある家庭の人には支給されません。
　・手当月額 (令和 5年 4月現在）
　　全部支給：児童 1人のとき 44,140 円 (対象児童の人数により手当月額は、加算されます。）
　　一部支給：児童 1人のとき 44,130 円～10,410 円
　　※一部支給の金額は所得に応じて細かく (10円きざみで )設定されています。 
　　※児童扶養手当法の所得制限により、全部支給と一部支給とがあリます。
ウ )子ども医療費助成
　高校生相当年齢までの子どもの通院・入院・調剤の医療費を助成します。
　保険診察外の医療費（例 : 健診、予防接種等 )など適用されない場合もあります。 
　・保険診療分の自己負担額
　通院=1回 200 円、入院=1日 200 円、調剤=なし（無料）

場所
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【児童給付担当室　所管業務QRコード】

（児童手当） （遺児手当）（児童扶養手当） （子ども医療費助成） （ひとり親家庭等
医療費等助成）

エ )ひとり親家庭等医療費等助成
　18 歳の年度末までの児童 ( 一定以上の障害がある場合は 20 歳未満 ) を監護等す
るひとり親家庭の通院・入院・調剤の医療費 ( 保険診療分 ) を助成します。課税状
況により自己負担金があります。※所得制限あり
オ )遺児手当
　病気や交通事故等により、両親又は父母の一方を亡くした義務教育終了前までの 
遺児を扶養している保護者等に支給します。
問い合わせ　松戸市役所　子育て支援課　児童給付担当室　電話 047-366-3127
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問い合わせ 松戸市役所　地域包括ケア推進課　 電話 047-366-7343
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令和 5年 6月～

常盤平 3の 11の 1
西友常盤平店５階

市役所の窓口 ・・・ 地域包括ケア推進課（基幹型地域包括支援センター）
（福祉まるごと相談窓口）

047-366-7343
047-366-1100



ー 18 ー

・オンライン

動画で要介護認定の
手続きを紹介してい
ます。

介護情報サイト
「まつどDEいきいき高齢者」

※マイナンバーカードの健康保険証利用の普及に伴い、今後の運用について
　は変更となる可能性があります。

（介護保険事務センター）
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松戸市役所 国民健康保険 コールセンター 047-712-0141

経験の整理
過去の

1割、2割または 3割になります。
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（予約優先） 第１・３金曜　　17： 30 ～ 20： 30
※祝日・年末年始・月末日を除く

相談方法 来所またはオンライン(ZOOM・ 事前予約制)

松戸市本町 14-10

男女共同参画センターのホームページ

何度相談に来ていた

毎月第 2 木曜日は起業相談も可

だい



ー 21 ー

パートタイム・有期雇用労働法

及び有期雇用労働者

（労基法第 15条・パートタイム・有期雇用労働法
第 6条）。
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ー 23 ー



ー 24 ー
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労働条件通知書は、当該労働者の労働交付の方法について権限をもつ者が作成し、本人に交付すること。交付の方法については、書面
による交付のほか、労働者が希望する場合にはファクシミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信する者を特定して
情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）によっても明示することができる。
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パートタイム・有期雇用労働法
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・有期雇用
等
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( 令和 5年 4月
1日から中小企業についても同 様に適用されています。)
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（時間単位での取得も可能です）
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ー 34 ー
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※週の所定労働日数が 5日以上または週の所定労働時間数が 30 時間以上
　の者を除く。

(※)

週の所定労働日数が 5日以上または週の所定労働時間数が 30 時間以上で
ある場合の年次有給休暇の付与日数
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ー 37 ー
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ー 41 ー
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5 4
15.5

9.5
6
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　基本手当の支給を受けられるのは、離職の日以前２年間（疾病、負傷等受給期
間延長申請をしている場合は最大４年間）に被保険者期間が 12か月以上（賃金
の支払いの基礎日数が 11日以上ある月を１か月として計算します。）あることが
必要となります。
　ただし、倒産、解雇等により離職した方やその他やむをえない理由（正当な理
由のある自己都合）で離職した方、65歳以上で離職した方は離職前１年間に被
保険者期間が６か月以上（賃金の支払いの基礎日数が 11日以上ある月を１か月
として計算します。）必要となります。どちらの場合も、積極的に就職しようと
する意志と、いつでも就職できる能力（健康上、環境上）があり、積極的に就職
をするための活動をしているにもかかわらず、就職につくことができない状態の
方となります。
　基本手当の１日あたりの金額は、原則として離職した日の直前６か月に支払わ
れた賃金の１日あたりの金額のおよそ 45％～80％で、賃金の低かった方に高い
率となっており、受給できる日数は次の表Ⅰから表Ⅲのとおり定められています。
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　１歳（注１）に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険
被保険者の 方（注２）で、育児休業開始日前２年間（注３）に、賃金支払基
礎日数が 11 日以上ある完 全月（注４）が 12 か月以上ある方が対象となり
ます。

　育児休業を開始した日から起算した１か月ごとの期間（注１）について支
給します。

一定の要件を満たす場合は 1 歳２か月。さらに一定の要件を満たす場合は最長
2年。 
支給対象者は男女を問いません。 
育児休業開始日前 2 年間に疾病・負傷等の理由により引き続き 30 日以上賃金
の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金
の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数（最大 4年）
となります。
過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当
の受給資格決定を受けた後のものに限ります。

育児休業給付とはどんな制度ですか。

1. 支給対象者

2. 給付内容

（注１）

（注２）
（注３）

（注４）

その 1 か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期
間。 この期間のうち各 1か月を「支給単位期間」といいます。

（注１）

※同一の子についての 3度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。
※育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、
　支給の対象となりません。

☆育児休業を開始した雇用保険被保険者が期間雇用者 ( 期間を定めて雇用される方 ) で
　ある場合は、1 歳 6 か月に達する日まで更新されないことが明らかでないことが必
　要です。

支給の対象となる育児休業の期間には、産後休業期間 ( 出産日の翌日から起算した
8週間 ) は含まれません。
男性の場合は、配偶者の出産日当日より育児休業の取得が可能であるため、配偶者
の出産 日当日より育児休業を開始した場合はその日から育児休業給付金の支給対象
となります。1 年間が上限となります。

※

※
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育児休業給付金の支給を受けた場合、当該育児休業給付金の支給を受けた
期間については、雇用保険の基本手当及び高年齢求職者給付金の所定給付
日数に係る算定基礎期間から除いて算定されることとなります。

支給の単位期間において、就業していると認められる日（日曜日や祝日など、会社の
休日となっている日も含みます。）が 10 日（10 日を超える場合にあっては、就業し
ている時間が 80 時間）以下であることが必要です。 育児休業を終了した日（子が１
歳に達する日以後も休業する場合は、子の１歳の誕生日の前々日）の属する支給単位
期間については、就業していると認められる日が 10 日（10 日を 超える場合にあっ
ては、就業している時間が 80 時間）以下であるとともに、全日休業して いる日が 1
日以上あることが必要です。（ただし、当該支給単位期間に係る支給額の算定につい
ては、次項 3注 1参照。）
支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給を受けることができま
せん。 
育児休業給付金の支給の対象となる支給単位期間を「支給対象期間」といいます。
育児休業給付の期間中に、他の子に係る産前産後休業又は育児休業や、介護休業が開
始された場合、それら新たな休業の開始日の前日をもって当初の育児休業給付は終了
します。

※

※

※
※

　育児休業給付金の支給単位期間ごとの支給額（※）の上限額は 310,143 円
（231,450 円）となります。 
（※原則、休業開始時賃金日額×支給日数の 67%（50%）） 
　この場合の賃金月額は、上記の支給日数の 30 を乗じることによって算定
された賃金月額が、462,900 円を超える場合は 462,900 円となります。 
　また、賃金月額が 82,380 円を下回る場合は、82,380 円となります。

　支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金（育児休業期 
間のみを対象とした賃金）の額が休業開始時賃金日額 × 支給日数の 13%
（30%）を超えるときは、支給額が減額され、80% 以上のときは、給付金は
支給されません（注 4）。

3. 支給額

「休業開始時賃金日額」は、原則、育児休業開始前（a）6 か月間の賃金（b） を
180 で除した額です。
（a 産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は、原則と
して 産前産後休業開始前）
（b 臨時に支払われる賃金及び 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く）

（注１）

支給単位期間ごとの支給額は、原則として、

休業開始時賃金日額（注 1）×支給日数（注 2）

ただし、育児休業の開始から 6か月経過後は 50% です。（注 3）
支給上限および下限額について（令和 5年 8月 1日時点）

減額および支給されないケースについて

×67%
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父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を延長できる制
度です。 この制度を利用した場合、一定の要件を満たしたうえで、以下の 1
～3 のいずれの要件も満たすと、子が 1 歳 2 か月に達する日の前日の間に最
大 1年まで育児休業給付金が支給されます。

〇上記 2、3 の配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員等
　の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。
〇父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は１年間となり
　ます。母の休業の場合は、出産日（産前休業の末日となります。) と産後休業
　期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間が上限となります。
☆育児休業給付制度について、ご不明な点は公共職業安定所 ( ハローワーク )
　適用課までお問い合せください。

①育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合。 
②育児休業開始日が、配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある当該者を含む。
　以下同じ。）が取得している育児休業期間の初日以後である場合。 
③配偶者が当該子の 1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。

☆育児休業期間中は、社会保険 ( 厚生年金保険・健康保険 ) の保険料につい
　て本人及び事業主負担分が免除されます。詳しくは、最寄りの年金事務所
　にお問い合わせください。

休業開始時賃金月額が 30 万円の場合の支給額は ...... 育児休業給付金の額（休業終
了日の属する支給単位期間以外の、支給日数が 30日となる支給対象 期間の場合 )
①支給単位期間中に育児休業期間を対象とした賃金が支払われていない場合
　30万円 X67%(50%)=20 万円 1千円 (15 万円 )
②休業開始時賃金月額の 13%(30%) 超 80% 未満の育児休業期間を対象とした賃金
　が支払われた場合
　30万円×80%（=24万円）から、支払われた賃金額を差し引いた額
　※休業終了日の属する支給単位期間については、休業終了日までの日数を支給日
　　数とし、これを休業開始時賃金日額に乗じて得た額を賃金月額にあてはめて、
　　支給額を計算します。

「支給日数」とは、休業終了日の属する支給単位期間については、その支給単位
期間の日数。それ以外の支給単位期間については 30日です。
育児休業給付の受給資格を確認した際にお渡しする「育児休業給付受給資格確 
認通知書」又は「育児休業給付金支給決定通知書」に、支給日数を 30 日とし
た 場合の「休業開始時賃金日額×支給日数」を「賃金月額」として、「賃金月 額」、
「賃金月額の 67%」、「賃金月額の 50%」が記載されています。

13%(30%) 以下の場合→賃金日額×支給日数の 67%(50%) 相当額を支給 
13%(30%) を超えて 80% 未満の場合→賃金日額×支給日数の 80% 相当額と
賃金の差額を支給
80%以上の場合→支給されません

（注２）

（注３）

（注４） 賃金が、休業開始時賃金日額×支給日数の

（例）

◎「パパ・ママ育休プラス制度」の利用
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　パートタイマーが健康保険や
厚生年金保険に加入するとどの
ような給付が受けられますか。

健康保険・厚生年金保険の加入要件
について

健康保険とは
　事業所で働く人（被保険者といいます。）やその被扶養者が病気や
ケガをしたとき、亡くなったとき、また出産したときに必要な医療
の給付や手当金などの支給を行う制度です。（仕事上や通勤途中のケ
ガ・病気・死亡は対象となりません）

厚生年金保険とは
　一定の年齢に達した場合、病気やケガがもとで障害者となったり、
亡くなった場 合に年金や一時金の支給を行う制度です。

適用事業所の要件
　この 2 つの保険は、法人の事業所はすべて、個人の事業所 ( サー
ビス業の一部、農林 水産業などの事業所は除く ) は 5 人以上雇って
いる場合に加入義務があります。

パートタイマーが加入するためには
　「1 週間の所定労働時間および 1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業
所で同様の業務 に従事している正社員の 4 分の 3 以上の場合」に該
当することが要件です。
　また、正社員の 4 分の 3 末満であっても、週の所定労働時間が 20
時間以上など一定 の要件を満たす方は、被保険者になります。

被保険者とならない方は
　パートタイマーが、健康保険の加入要件を満たしていない場合は、
配偶者の被扶養 者になるか、国民健康保険に入ることになりますが、
配偶者の被扶養者になるための 条件は次のとおりです。
（1）被扶養者の年間収入が 130 万円未満であること。 
（2）被扶養者が 60 歳以上の高齢者や障害者の場合は、年間収入が
　　180 万円未満であること。
（3）（1）、（2）の条件を満たしていて、なおかつ配偶者の年間収入の
　　2分の 1未満の年間収入であること。
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保険料について (令和 6年 4月現在 )

給付内容について
健康保険

厚生年金保険

　標準報酬月額（およそ１カ月の給料相当額）の以下の割合を、事業主と
被保険者で半額ずつ負担します。
 ・健康保険の保険料 9.77% （※1全国健康保険協会 千葉支部）
 ・40 歳以上の介護保険被保険者の介護保険料 1.60%（※2全国健康保険協会） 
 ・厚生年金保険の保険料 18.3%
　※1 健康保険の保険料率は加入する全国健康保険協会の支部や健康保険組合
　　　により異なります。 
　※2 介護保険の保険料率は加入する健康保険組合により異なります。

　被保険者が業務外の事由で病気やけがをしたとき、医療費の原則３割を
負担すれば必要な治療がうけられます。
　健康保険の給付の相談は、加入する全国健康保険協会又は、健康保険組
合で取り扱っています。

　厚生年金保険の相談は、年金事務所で取り扱っています。
 （年金に関するお問い合せは、「ねんきんダイヤル」へ 0570-05-1165）

● 医療費の自己負担額が高額になったとき
　→軽減措置として高額療養費が支給されます。
● 病気やけがで4日以上会社を休んだとき（そのうち初めの3日間は連続していることが必要）
　→給料が支払われないときは、４日目から１日につき算出した標準報酬日額の３分の２
　　相当額が支給されます。
● 出産で仕事を休み給料をもらえないとき
　→分べん日以前 42日 (※)、分べん日後 56日の範囲内で、欠勤 1日につき算出した標準
　　報酬日額の３分の２相当額がうけられます。
　 　※多胎妊娠の場合は 98 日 / 分べんが予定日よりおくれた場合は予定日以前 42 日 +
　　　 分べん日までの日数
●その他、埋葬料・出産育児一時金などの給付制度もあります。

老齢厚生年金
　厚生年金保険に加入していた人が 65 歳に達し、国民年金から老齢基礎年金をうけら
れるようになったときは、老齢基礎年金に上乗せする形で老齢厚生年金が支給されます。
　厚生年金保険に１年以上加入しており、国民年金の老齢基礎年金をうけられる期間を
満たしている人（男 昭和 36 年 4 月 1 日 女 昭和 41 年 4 月 1 日以前生まれ）には、 65
歳前（生年月日により支給開始年齢が異なります）になるまで老齢厚生年金が特別に支
給されます。
障害厚生年金や障害手当金
　厚生年金保険加入中の病気やけがで一定の障害が残った場合、その程度に応じて支給
されます。※受給には一定の納付要件を満たす必要があります。 
遺族厚生年金
　一定の条件を満たしている人が亡くなった場合、その人の要件と範囲に該当する遺族
に支給されます。

●

●

●
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パートタイマーで働こうと思うのです

が、パートの収入にかかる税金のしく

みは、 どのようになっているのですか。

パートタイマーの収入にも税金がかかります。

パートタイマー本人にかかる税金（表 1参照）

所得税

　現在の税法では、パートタイマーによって得た収入は通常の場合、
給与所得（内職な どの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが
事業所得または雑所得）となります。
　たとえば、１年間の収入金額から給与所得控除額を差し引いた所得
金額が一定の金額 を超えると、所得税や住民税がかかります。そして、
夫婦の一方（会社員など）の所 得にかかる所得税や住民税の配偶者控
除も認められなくなる場合があります。
　さらに、夫婦の一方の勤める会社から支給される家族手当や扶養手
当なども認めら れなくなるケースが考えられます。

　年間のパート収入が 103 万円以下（※）であれば所得税はかかりま
せん。
（※）年間の収入がパート収入のみの場合、年間収入金額から給与所得
　　 控除額 ( 最低 55 万円 ) を差し引いた残額 ( 給与所得 ) が、基礎控
　　 除額 (48 万円 ) 以下ですと所得税はかかりません。

住民税
　松戸市の場合、年間の収入がパート収入のみであり、その収入が
100 万円以下であれば、住民税はかかりません。

住民税の所得割・均等割
　住民税には、所得金額に応じて税額が異なる「所得割」と所得金額
が一定を超えた場合に一律の税額で課税される「均等割」の２つがあ
ります。
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1,195

45

45 48

48

45

45 48

48 133

133

1,195

　年間の収入がパート収入のみの場合、その収入が 100 万円（※）を
超えると、住民税の所得割・均等割が発生することがあります。 
　「所得割」の税額は前年の収入金額や生活状況により異なり、「均等割」
は一律の税額となります。
 （※）年間収入金額から給与所得控除額（最低 55 万円）を差し引いた
　　  残額（給与所得）が、非課税限度額である 45 万円（地域により
　　  非課税限度額が異なる場合があります。）を超える場合

夫婦の一方の所得にかかる配偶者の控除（表 1、表 2参照） 所得税

配偶者控除
　もう一方の配偶者の年間所得が 48 万円以下（パート収入で 103 万
円以下）の場合、夫婦の一方の税額計算に配偶者控除が適用されます。
なお、控除額は、控除を受ける方の所得により異なります。

配偶者特別控除
　もう一方の配偶者の年間所得が 48 万円超 133 万円以下（パート収
入で 103 万円超 201 万 6 千円未満）の場合、配偶者特別控除が適用
されます。控除額は夫婦それぞれの所得により異なります（表 2）。

　夫婦のうち控除を受ける方の合計所得が 1,000 万円以下（給与収入
で約 1,195 万円以下）の場合、もう一方の配偶者の年間所得により、
以下の控除がうけられます。
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48

48

1,095 1,095 1,145 1,145 1,195

48 95

95 100

100 105

105 110

110 115

115 120

120 125

125 130

130

133

133
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（職場の男女差別、セクハラ・パワハラ・マタハラ、
妊娠・出産育児・介護等の不利益、育児・介護休
業制度、パートタイム労働者の均衡処遇等）の相談

電話又は来所 ( 要予約 ) による相談
9:00～20:00(17:00～電話相談のみ、最終受付時間は 19:45)

柏市中央町 3-2 柏トーセイビル 3 階

。予約受付は相談日の前々日まで )
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被扶養者

加入先の健康保険組合などにお問い合わせ下さい。

亡くなった

亡くなった

亡くなった

場合、

出産

03-6700-1165
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パートタイム・有期雇用労働
法の概要

パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者
　パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者は、以下のパートタイム
労働者及び有期雇用労働者です。

　パートタイム労働者や有期雇用労働者の待遇は、一般に、働きや貢献に見
合ったものとならず、通常の労働者と比較して低くなりがちな状況にありま
す。パートタイム・有期雇用労働法（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用
管理の改善等に関する法律（本リーフレットにおいて「法」と表記します））は、
パートタイム労働者及び有期雇用労働者の就業の実態を考慮して雇用管理の
改善に関する措置を講ずることなどにより、同一企業内における通常の労働
者とパートタイム労働者及び有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をな
くし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることがで
きるよう、通常の労働者とパートタイム労働者及び有期雇用労働者との均等・
均衡待遇の確保を推進することを目指しています。

（注）「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」
　　 といった名称にかかわらず、上記に当てはまる労働者であれば、パート
　　 タイム・有期雇用労働法の対象となります。

１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用され
る通常の労働者（※）の１週間の所定労働時間に比
べて短い労働者

●パートタイム労働者･･･

●有期雇用労働者･･･事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者

　パートタイム・有期雇用労働法※
は、パートタイム労働者・有期雇用
労働者の「公正な待遇の実現」を目的
としています。

パートタイム・
有期雇用労働法
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いわゆる正規型の労働者及び事業主と期間の定めのない労
働契約を締結しているフルタイム労働者（無期雇用フルタ
イム労働者）をいいます。
なお、法の対象となるパートタイム労働者に該当するか否
かは、当該労働者と同の業務に従事する通常の労働者と比
較して判断します。

本項目では、法の対象者であるパートタイム労働者と有期雇用労働者を「パー
トタイム・有期雇用労働者」と表記します。

●通常の労働者･･･

同一労働同一賃金の実現のための
事業主向け支援ツールをご活用ください

～下記の各種ツールはこちらに掲載しています～

～各種ツール～
●パートタイム・有期雇用労働法について知りたい

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
同一労働同一賃金特集ページ（事業主への支援一覧）

⇒パートタイム・有期雇用労働法の解説動画

同一労働同一賃金
特集ページ

※パートタイム・有期雇用労働法の内容について、事業
　主の皆様に取り組んでいただきたいことについて解
　説しています。
●パートタイム・有期雇用労働法に沿って自社の待遇の状況を点検したい
⇒パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書
※自社の待遇の状況が法律の内容に沿ったものなのかどうか、点検の手
　順を示しています。
　待遇の状況を入力することで法律に対応しているか点検できる点検
　ツールも掲載しています。
●パートタイム・有期雇用労働法に沿って自社の待遇の状況を点検し、見
　直しを検討したい
⇒不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル
※具体例を付しながら、各種手当、福利厚生、教育訓練、賞与、基本給につ
　いて、点検・検討の手順を示しています。業界の特性を踏まえた７業界
　（スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活
　衛生業、 福祉業及び労働者派遣業）の業界別マニュアルと、全業種共通
　の業界共通版があります。
※「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」を参照しながら、
　同一労働同一賃金に向けた自社の取組状況を点検することができる
　WEB上の自主点検ツールも掲載しています。
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⇒職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル
※基本給に関する均等・均衡待遇の状況を確認し、等級制度や賃金制度
　を設計する１つの手法として、職務評価について解説しています。
●パートタイム・有期雇用労働法を含めた労働関係法令全般について、
　自社の法対応状況を確認したい
⇒パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール
※パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令について、自
　社の取組状況を点検し、パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇
　改善に向けてどのように取り組むべきかを確認することができます。

●取組に関する助成金を知りたい
⇒働き方改革推進支援センター
※非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を実施し
　た事業主に対して助成するものです。
　キャリアアップ助成金についてはこちらから

～そのほかの各情報掲載先をご案内します～

キャリアアップ
助成金

働き方改革
推進支援センター

多様な働き方の
実現応援サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
part_haken/jigyounushi/career.html

●専門家の支援を受けたい

そのほか「多様な働き方の実現応援サイト」でも様々な情報を提供しています

⇒働き方改革推進支援センター
※労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直しなど、労務
　管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家
　が無料で相談に応じます。
　働き方改革推進支援センターについてはこちらから

⇒職務分析・職務評価の導入支援
※職務分析・職務評価の手法について、演習や事例紹介を通して説明し
　た動画を配信します。
　職務分析・職務評価の導入支援についてはこちらから

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
サイトはこちらから チェック！
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派遣労働者の待遇確保のための措置や、
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また、専業主婦（夫）家庭の夫（妻）も育児休業を取得できます。

　 配偶者の出産後 8週間以内に 4週間まで取得することができる産後パパ育休 
（出生時育児休業）があります。休業の申出期限については、原則２週間前ま
でとし、特別な事情がなくともまとめて申し出をすれば分割して２回まで取得
できます。
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事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
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1 日単位または

等は

時間

　子の出生直後の時期に育児休業が取得しやすくなるよう柔軟な枠組を設けるな
どの法改正が行われました。
改正の概要
１ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休 
　 業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】 〔R4.10.1～〕
　　子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の
　　枠組みを創設する。
　　①休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。 ※現行の育
　　　児休業（１か月前）よりも短縮
　　②分割して取得できる回数は、２回とする。
　　③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前　
　　　に調整した上で休業中に就業することを可能とする 。

２ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に
　 対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 〔R4.4.1～〕
　　①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
　　②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別
　　　の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
　　を講ずることを事業主に義務付ける。
３ 育児休業の分割取得 〔R4.10.1～〕
　　育児休業（１の休業を除く。）について、分割して２回まで取得することを可能
　　とする。
４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 〔R5.4.1～〕
　　常時雇用する労働者数が 1,000 人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況
　　について公表を義務付ける。
５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 〔R4.4.1～〕
　　有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続
　　き雇用された期間が１年以上である者」であることという要件を廃止
　　する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主
　　に引き続き雇用された期間が１年未満である労働者を対象から除外すること
　　を可能とする。
６ 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】 〔R4.4.1～〕
　　①１及び３の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
　　②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消する
　　　ため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
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　子の出生直後の時期に育児休業が取得しやすくなるよう柔軟な枠組を設けるな
どの法改正が行われました。
改正の概要
１ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休 
　 業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】 〔R4.10.1～〕
　　子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の
　　枠組みを創設する。
　　①休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。 ※現行の育
　　　児休業（１か月前）よりも短縮
　　②分割して取得できる回数は、２回とする。
　　③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前　
　　　に調整した上で休業中に就業することを可能とする 。

２ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に
　 対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 〔R4.4.1～〕
　　①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
　　②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別
　　　の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
　　を講ずることを事業主に義務付ける。
３ 育児休業の分割取得 〔R4.10.1～〕
　　育児休業（１の休業を除く。）について、分割して２回まで取得することを可能
　　とする。
４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 〔R5.4.1～〕
　　常時雇用する労働者数が 1,000 人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況
　　について公表を義務付ける。
５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 〔R4.4.1～〕
　　有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続
　　き雇用された期間が１年以上である者」であることという要件を廃止
　　する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主
　　に引き続き雇用された期間が１年未満である労働者を対象から除外すること
　　を可能とする。
６ 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】 〔R4.4.1～〕
　　①１及び３の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
　　②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消する
　　　ため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。

労働施策総合推進法に基づく
「パワーハラスメント防止措置」が、

中小企業の事業主にも義務化されています！

　令和２年６月１日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
　中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和４年４月１日
から義務化されています。

職場におけるパワーハラスメント対策（労働施策総合推進法第 30条の２）
…パワーハラスメントにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること
のないよう、事業主は相談への対応その他雇用管理上の必要な措置を講じなけ
ればなりません。構ずべき措置の内容について指針が定められています。
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休日手当、
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福祉に関する困り事（サービスや制度について）の相談

児童のいる家庭の相談・婦人相談

中央保健福祉センター 3階
( 児童相談 )
( 婦人相談 )

地域包括ケア推進課

祝日、年末年始を除く

祝日、年末年始を除く

※上記日時に相談が難しい 場合はお問い合わせください。

こども家庭センター

（介護保険事務センター )
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女性の就労、子育てや介護等との両立に関する相談

労働者の均衡処遇等の相談

厚生年金保険の相談

健康保険の給付・任意継続加入の相談

労働問題に関する相談

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

労働基準、労働条件確保のための監督指導、労災保険の手続き

税金に関する相談（15）

（14）

男女共同参画
毎月第 2木曜日は起業相談も可

第１・３金曜　17：30～20：30 ※祝日・年末年始・月末日を除く

（予約優先）

電話又は来所（要予約）による相談
9:00～20:00（17:00～電話相談のみ、最終受付時間は 19:45）

千葉市中央区新町 3-13　日本生命千葉駅前ビル２階

柏市中央町 3-2 柏トーセイビル 3 階

（原則、毎月第１・３金曜。要予約。予約受付は相談日の前々日まで )

柏市中央町 3-2 柏トーセイビル 3 階


